
中海護岸等整備に係る最近の動向中海護岸等整備に係る最近の動向

＜平成２０年＞＜平成２０年＞

○１０月○１０月 ７日７日 第３回中海護岸等整備促進協議会鳥取県部会第３回中海護岸等整備促進協議会鳥取県部会

○１０月２２日○１０月２２日 第３回中海護岸等整備促進協議会島根県部会第３回中海護岸等整備促進協議会島根県部会

○１０月３１日○１０月３１日 境港市議会（議員勉強会）境港市議会（議員勉強会）

○１１月２５日○１１月２５日 米子市議会（全員協議会）米子市議会（全員協議会）

○１１月２９日○１１月２９日 米子市住民説明会（鳥取県西部総合事務所米子市住民説明会（鳥取県西部総合事務所 参加者３６名）参加者３６名）

○１２月○１２月 ７日７日 米子市住民説明会（鳥取県西部総合事務所米子市住民説明会（鳥取県西部総合事務所 参加者２７名）参加者２７名）

○１２月２０日○１２月２０日 境港市住民説明会（境港市民会館境港市住民説明会（境港市民会館 参加者６７名）参加者６７名）

＜平成２１年＞＜平成２１年＞

○○ １月２０日１月２０日 第４回中海護岸等整備促進協議会鳥取県部会第４回中海護岸等整備促進協議会鳥取県部会

○○ １月２０日１月２０日 第４回中海護岸等整備促進協議会島根県部会第４回中海護岸等整備促進協議会島根県部会
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大　橋　川　概　略　工　程　表
10 年 20 年

大橋川

中　海　湖　岸　堤　概　略　工　程　表
項　　　目 10

年
20

年

※１）　境水道については別途検討

注１） 今後の財政状況等により、工程は変わる可能性がある。
注２） 具体の整備箇所については、被害の状況、地元の要望も踏まえ精査。

湖岸堤整備
※１

湖岸堤高H.P1.44m未満及び
背後地盤高がHP1.44m未満であり、

過去に越水による浸水実績がある若しく
は背後資産の価値が極めて高い箇所

湖岸堤高が暫定高(H.P2.5m)
未満及び背後地盤高がHWL

未満であり、
背後に家屋がある地区 湖岸堤が暫定高(HP+2.5m)未満

別途検討（短期・中期相当）

戦後最大規模（S47.7）の洪水に対
して、家屋浸水を防止

・完成堤に向けた整備
・背後地が暫定高以上

拡幅箇所の用地買収

浚渫、掘削（護岸工事含む）

呑口部左岸及び中流左岸の築堤

洪水・高潮を含めた既往最大水位時
(H15)に浸水しないようにする

家屋のある地域の拡幅工事、完成堤整備

水門整備

呑口部左岸及び中流左岸用地買収

大橋・新大橋架け替え
※工期、着手時期については、今後、橋梁等に係る検討会の議論も踏まえ決定
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S47.7洪水浸水区域図

S47.7浸水区域

20年後整備完了箇所

水門整備箇所

築堤未施工箇所

掘削未施工箇所

平水位

着手時期等取扱については今後検討

大橋川改修20年後の整備状況（イメージ図）

上流左岸（追子団地周辺）

上流右岸（7.0付近）

上流左岸（新大橋下流付近）

中流右岸（5.0付近）

下流左岸（2.0付近）

下流右岸（2.0付近）

7.0

6.0
5.0

4.0

3.0

2.0
1.0

（※）

注１） 今後の財政状況等により、工程は変わる可能性がある。
注２） 具体の整備箇所及び形状については、被害の状況、地元の要望も踏まえ精査。

（※）
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中海湖岸堤整備の基本的考え方(案)

湖岸堤高がH.P.+1.44m未満（かつ背後地盤高H.P.+1.44m未満）であり、過去に越水によ

る浸水実績がある若しくは背後資産の価値が極めて高い（H.P.+1.44m以下の地盤に１００人以上居住）

箇所。

整備目標Ⅰ
短期整備箇所

整備目標Ⅱ－①
中期整備箇所

湖岸堤高がH.P.+2.50m未満（かつ背後地盤高ＨＷＬ※）未満）であり、背後に家屋等がある箇所。

別途検討 地元調整／整備主体／管理主体等、整備に向けた課題の解決が必要な箇所等であり、今
後も課題の解決に向けて引き続き調整を進める中で、整備の時期も決定する。

※） HWLについては、国営中海土地改良事業の中止による条件変更に伴い、H.P.+1.44mからH.P.+1.30mに見直し。

ただし、短期整備箇所については変更しない。
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整備目標Ⅱ－②
中期整備追加箇所

湖岸堤高および背後地盤高がH.P.+2.50m未満の箇所。



当面の湖岸堤整備

港湾（島根県）

港湾（島根県）

国交省
(干拓関連)

港湾（松江市）

漁港（松江市）・民有

国交省

国交省
実施主体：国交省

漁港（境港市）
実施主体：国交省

漁港（米子市）・国交省
実施主体：国交省

普通河川（米子市）
実施主体：調整

港湾（鳥取県）

民有

防衛省
実施主体：防衛省or国交省

農林省

国交省

国交省

整備目標：Ⅱ①

別途検討

整備目標：Ⅰ

整備目標：Ⅱ①※

別途検討

※現状では課題の分析が出

来ていないため、今後別途検

討となる場合がある

国交省

国交省
(干拓関連)

国交省
(干拓関連)

国交省
(干拓関連)

国交省

港湾（鳥取県）

国土交通省

国交省

国交省

国交省

国交省

国交省

湖 岸 堤 凡 例

短期整備箇所
中期整備箇所（国交省所管）
中期整備箇所（他所管）
湖岸堤高（及び背後地盤高）が暫定堤防高未満の箇所（国交省所管）
湖岸堤高（及び背後地盤高）が暫定堤防高未満の箇所（他所管）
湖岸堤高が暫定堤防高～完成堤高または背後地盤高が暫定高以上
完成堤高以上若しくは山付け区間（堤防不要区間）

整備目標：Ⅱ②※
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